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○ 概  要 

 

１ 経済情勢と国及び地方財政 

(1) 日本経済の動向 

平成１９年１月に政府が決定した「平成１９年度の経済見通しと経済財政運営の基本

的態度」によると、平成１９年度においては、世界経済の着実な回復が続く下、企業部

門、家計部門ともに改善が続き、改革の加速・深化と政府・日本銀行の一体となった取

組等により、物価の安定の下で自律的・持続可能な経済成長が見込まれた。こうした結

果、平成１９年度の我が国の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率は、名目で２．２％程度、

実質で２．０％程度になるものと見込まれた。 

政府は、平成１９年６月に新しい成長軌道の確立に向けて、「成長力加速プログラ

ム」等による成長力強化と財政健全化を車の両輪として一体的に改革を進めていくこと

を内容とする「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００７」を策定した。また、

地方の再生に向けて、省庁・施策横断による総合的な支援を行う「地方再生戦略」を取

りまとめた。行政改革に関しては、「公務員制度改革について」、「公共サービス改革

基本計画」、「独立行政法人整理合理化計画」を決定した。１２月には、原油価格の高

騰が国民の生活、中小企業等にもたらしている深刻な影響にかんがみ「原油価格の高騰

に伴う中小企業、各業種、国民生活等への緊急対策の具体化について（取りまとめ）」

を取りまとめるとともに、財政規律を緩めないとの方針の下で、国民生活の安全・安心、

地域活性化、原油価格高騰対策等にも配慮した補正予算を編成した（１２月２０日閣議

決定）。 

その後、平成２０年１月における政府の平成１９年度の我が国経済の見通しは、企業

部門の底堅さが持続し、景気回復が続くと見込まれるものの、「改正建築基準法」施行

の影響により住宅建設が減少していること等から回復の足取りが緩やかになると見込ま

れ、物価の動向についても消費者物価は、石油製品等の上昇により上昇すると見込まれ

た。このようなことから、平成１９年度の国内総生産の成長率の見通しは、名目で

０．８％程度、実質では１．３％程度と、いずれも当初の見込みから下方修正された。 

結果的には平成１９年度の国内総生産の成長率は、名目で０．６％、実質では

１．６％となった。 
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(2) 国の予算 

平成１９年度の国の予算における財政健全化への基本的な考え方については、

平成２３年度に国と地方の基礎的財政収支を確実に黒字化するとともに、簡素で

効率的な政府を実現するため、これまで財政健全化の努力を継続し、予算編成に

当たっては、歳出改革路線を強化することとされた。このため、「行政改革推進

法」に基づき、行政のスリム化・効率化を一層徹底し、総人件費改革や特別会計

改革、資産・債務改革等について、適切に反映するとともに、歳出全般にわたる

徹底した見直しを行い、一般歳出及び一般会計歳出について厳しく抑制を図るこ

ととされた。また、足下の経済情勢や税収動向を踏まえ、新規国債発行額につい

て、前年度の水準（２９兆９，７３０億円）より大幅に減額することとされた。 

その結果、一般会計当初予算の規模は、前年度当初比４．０％増の８２兆

９，０８８億円で、政策的経費である一般歳出は、同１．３％増の４６兆

９，７８４億円となった。 

平成１９年度一般会計当初予算の主な特色としては、①「基本方針２００６」

に定められた歳出改革を確実に実施していること（例えば、社会保障については、

雇用保険の国庫負担の縮減や生活保護の見直しなどにより、高齢化等による歳出

の伸びを２，２００億円抑制している。公務員人件費については、５年で

５．７％以上の純減目標の達成に向けて、１８年度を大幅に上回る純減を行う。

公共事業については、これまでの改革努力を継続し、△３％を上回る削減を行

う）、②新規公債発行額を過去最大の４．５兆円削減しており、その結果、公債

依存度は１８年度よりさらに６．９ポイント低下し、３年連続の改善により、

３０．７％まで低下していること、③歳出全体を抑制する中で、メリハリの効い

た予算配分を行い、成長力強化、再チャレンジ支援、少子化対策、教育再生等に

重点配分していることなどが挙げられる。 

その後、財政規律を緩めないとの方針の下、国民生活の安全・安心、地域活性化、

原油価格高騰対応等にも配慮しつつ、必要性・緊急性の高い追加財政需要に適切に

対応するため、補正予算を編成（平成２０年２月６日成立）し、その結果、一般会

計最終予算の規模は、８３兆８，０４２億円となった。 
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(3) 地方財政 

平成１９年度の地方財政計画の規模は、８３兆１，２６１億円、前年度比２４７億円

（△０．０％）減となっており、平成１４年度以降６年連続で前年度を下回ることと

なった。歳出のうち公債費などを除いた地方の政策的経費である地方一般歳出は、歳

出全般にわたり見直しを行った結果、６５兆７，３５０億円で、前年度比１．１％の

減となり、平成１２年度以降８年連続して前年度を下回ることとなった。 

なお、平成１３年度の制度改正により、地方財政の収支不足額に係る財源不足のうち

建設地方債（財源対策債）の増発等を除いた残余については、国と地方が折半し、地

方負担分については特例地方債（臨時財政対策債）により補てん措置を講じることと

なっていたが、平成１９年度から平成２１年度の３年間についても、この国と地方の

折半ルールが継続されることとなった。しかし、平成１９年度の収支不足額は、前年

度の８兆７，４００億円から４兆４，２００億円に縮小し、前年度１兆４，１００億

円あった国と地方が折半負担してきた最終不足額は解消された。 

歳入についてみると、地方税は、平成１９年度の地方税制改正に伴う増減収額等を踏

まえ、前年度比１５．７％の増の４０兆３，７２８億円、地方譲与税は、所得譲与税

の廃止等により８１．０％減の７，０９１億円となり、地方特例交付金等は、減税補

てん特例交付金の廃止に伴い６１．８％減の３，１２０億円となった。また、地方交

付税は、４．４％の減の１５兆２，０２７億円で、普通会計分の地方債発行予定額は、

臨時財政対策債２兆６，３００億円を含め、総額９兆６，５２９億円で、前年度比

１０．８％の減となった。 

これらの結果、地方一般財源総額（地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方譲与

税、地方特例交付金等の合計額）は、５９兆２，２６６億円、前年度比０．９％の増

となり、一般財源比率は、前年度を１．５ポイント上回る６８．１％、地方債依存度

は、前年度を１．４ポイント下回る１１．６％となった。 

一方、歳出では、給与関係経費については、「基本方針２００６」における５年間で

５．７％の定員純減目標を踏まえ、３４，３５８人の純減を行うこと等とし、前年度

比０．３％減の２２兆５，１１１億円となった。一般行政経費は、社会保障関係経費

の自然増や投資的経費（単独）との一体的乖離是正に係る増額分、国民健康保険関係

事業費の増などにより、前年度比４．０％増の２６兆１，８１１億円となった。公債



 
4

費は、前年度比１．１％減の１３兆１，４９６億円となった。投資的経費は、総額

１５兆２，３２８億円で、前年度比９．８％の減となったが、その内訳は、直轄事業

負担金１兆１，３７１億円（前年度比０．９％増）、補助事業５兆５，０７３億円

（同２．７％減）、地方単独事業については、一般行政経費（単独）との一体的乖離

是正に係る減額分を計上したこともあり、８兆５，８８４億円（同１４．９％減）と

なっている。
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２ 本市予算及び決算の概況と収支の状況 

(1)  経済の状況 

本市経済は、国の経済情勢が「景気は、このところ一部に弱さがみられるものの、

回復している（平成１９年９月 月例経済報告）。」とされている中、造船関連では

一部に明るい兆しが見られるものの、総じて回復基調とは言い難い状況であった。 

主な業種を見てみると、造船業は、世界的な海運好況などを背景に、船舶需要が

増大し、高水準の受注高を確保するなど好調に推移した。鉄工・機械関連産業は、売

上は増加したものの、原材料費の高止まり等により、依然として厳しい状況であった。

食品製造業については、原材料費や原油価格の高騰による製造経費及び流通経費の増

大によって、依然として厳しい状況が続いた。卸小売業については、流通経路の変革、

商品の低価格化等により厳しい状況が続いた。 

また、県北地区の公共工事請負額は、前年度を上回ったものの低調に推移し、厳

しい状況が続いた。 

企業倒産については、前年度と比較して件数は１３件増の３６件、負債総額は約

５５億円増の１２５億円と大幅に増加した。 

雇用情勢については、有効求人倍率は、１８年度の平均０．６９倍から

０．６４倍と悪化した。 

 

 (2) 予算の概況 

人口減少・少子高齢社会など社会経済環境が厳しさを増す中にあって、国による

「三位一体改革」及びそれに続く「歳出・歳入一体改革」や更なる地方分権改革が進

められるなど、地方自治体を取り巻く環境がまさに自治体の経営手腕が求められる時

代へと変革しつつある最中にあって、本市においても、将来にわたり安定した行政サ

ービスを提供し続けるための健全財政を堅持していくとともに、地域の未来に明るい

展望が開けるような施策を展開していくことが求められている。平成１９年度の本市

予算については、市政運営の基本的な考え方や方向性を示した「平成１９年度佐世保

市経営方針」に沿って、行政評価を活用した財源配分型予算編成により、限られた財

源の重点化・効率化を行った。 

平成１９年度は市長改選期であったため、当初予算においては、平成１８年度の
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重点施策である「地域の子育て力・教育力の充実」、「誰もが社会参加できるまちづ

くり」、「誰もが安心して安全に暮らせるまちづくり」、「観光交流による活力ある

地域づくり」を踏まえた上で、住民の日常生活と切り離すことの出来ない継続的な事

業や景気の下支えの側面も考慮した公共事業の一部を計上し、政策的な判断で実施す

る事業については、改選後の６月補正予算において肉付けを行うこととした。 

改選後の肉付け予算においては、新市長のローカルマニフェストを踏まえ、すべ

ての子どもの心と体の健やかな成長への支援や市民の健康増進をはじめとした「子育

て支援、教育・福祉の充実」、地元中小企業の経営基盤の安定・強化や九十九島など

本市特有の観光資源の活用、農林水産業の振興をはじめとした「経済の活性化」、

様々な危機に対応できる環境の整備や市民生活と経済活動の基盤をなす道路の整備、

自然災害を未然に防止するための河川整備や急傾斜地崩壊対策などといった「安全安

心なくらし・豊かなまちづくり」などを政策の柱として約７１億円の予算を追加した。 

この結果、一般会計における肉付け後予算の規模は、９５０億７，３６３万円と

なり、前年度同期予算比で４．１％減となった。これは、平成１８年度の特殊要素と

言える合併市町村振興基金造成費の減少や焼却灰溶融施設建設事業、光センサーみか

ん選果機導入事業など普通建設事業費の減少に伴うものである。 

自主財源比率は、税源移譲等に伴う市税の増加などにより、３．４ポイント増加

し４２．８％となるとともに、義務的経費の構成比は３．０ポイント増加し

５３．６％となった。 

また、特別会計予算の規模（６月補正後）は、新青果市場建設事業の完了や土地

区画整理事業特別会計の廃止など減少の要素がある一方、国民健康保険事業や介護保

険事業の増加などにより前年度比１．１％増の９１８億１１９万円となった。 

その後、国・県の補助決定による事業費の追加や災害復旧事業費、公的資金補償

金免除繰上償還や平成１８年度の歳計剰余金の基金への積み立てなどの補正予算を編

成した結果、一般会計の最終予算規模は、９８７億３，８６３万円で前年度比

６．０％の減となった。また、特別会計の規模は、９２６億４，５９３万円で前年度

比０．９％の減となった。 
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(3) 決算の概況 

会計別の決算額、収支額は第１表のとおりである。 

一般会計においては、歳入決算額１，０１０億６６４万円、歳出決算額９７２億

５，４１７万円で、翌年度へ繰り越すべき財源７億１，０７９万円を差し引いた実質

収支額は３０億４，１６８万円の黒字決算となり、平成１８年度の実質収支の額

３０億７，０４３万円を差し引いた単年度の収支は、２，８７５万円の赤字決算とな

った。 

平成１９年度においては、収支不足を補てんするため、財政調整基金、減債基金

を合わせて３０億５，０００万円の基金の取り崩しを行ったが、一方で、平成１８年

度における歳計剰余金等を財源に取り崩し額とほぼ同額の約３０億円の積戻しを行っ

た。その結果、２基金の平成１９年度残高は６０億４，４０８万円となり、前年末残

高６１億２，０８２万円とほぼ同水準を維持することができた。また、財政の健全性

を維持するための戦略方針のひとつである「実質的なプライマリーバランスの黒字

化」（市債発行額を元金償還額の範囲内に抑えること）を達成し、市債残高は前年末

と比較し、１１億５，８４２万円減少した。このようなことから平成１９年度におい

ては、総じて堅調な財政運営ができたものと言える。 

特別会計においては、１１会計合計で、歳入決算額９２１億５，３３４万円、歳

出決算額８９７億６，７３４万円となっており、老人保健医療事業会計で赤字となっ

たが、国民健康保険をはじめその他の会計で赤字は発生しなかったことから、実質収

支額で２３億８，５８５万円の黒字決算となり、平成１８年度の実質収支の額２６億

６，８０６万円を差し引いた単年度の収支では、２億８，２２１万円の赤字決算とな

った。 

一般会計の決算としては、歳入歳出ともに０．５％未満のわずかな増加となった

が、平成１８年度における合併市町村振興基金の積み立てという特殊要素を除けば、

実質３％程度の増加となった。 

歳入決算額（第３表）のうち、自主財源については、平成１８年度税制改正で所

得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲が実施され、平成１８年度はその全額

が所得譲与税で措置されていたが、平成１９年度から個人住民税のフラット化（一律

６％）により税源移譲されたことなどから、前年度と比較し、約８億円、１．８％増
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加した。また、市税、地方譲与税、地方交付税などの一般財源については、前年度比

０．９％減、歳入総額は前年度比０．１％増となり、いずれも前年度とほぼ同水準と

なった。 

歳出決算額では、性質別にみると、人件費は職員数の減少や給与構造改革等の影

響などにより減少したものの、児童手当や障害者自立支援法の制度改正等による扶助

費の増加に加え、公債費が公的資金補償金免除繰上償還もあって増加したため、義務

的経費比率は前年度比０．９ポイント増の５０．４％となった。    

公共工事など普通建設事業については、国・地方ともに総じて減少傾向の中にあ

って、予算上は前年度を下回っていたものの、焼却灰溶融施設事業や光センサーみか

ん選果機導入事業、道路新設改良事業など約３７億円の前年度からの繰越事業分によ

り、前年度比１９．５％の増となる一方、平成１８年度においては、累次の豪雨や台

風１０号災害、県内各地に漂流、漂着した流木の処理などがあったことから、災害復

旧事業費については、前年度比２８．６％の減となった。 

その他、合併市町村振興基金造成費の減などにより積立金が前年度比４９．１％

の減となったことなどから、歳出全体としては、前年度比０．３％の増となった。 

特別会計の決算としては、歳入決算額が前年度比０．０％の減、歳出決算額が前

年度比０．３％の増となり、土地区画整理事業特別会計廃止による影響はあったもの

の、国民健康保険事業や介護保険事業の増加などにより特別会計全体としてみれば、

前年度とほぼ同水準となった。 

なお、繰越事業の状況は第２表のとおりである。一般会計においては、高砂街区

再整備事業、道路新設改良事業、栄・常盤地区市街地再開発事業、港湾漁業用施設整

備事業、西部芳世苑建替事業、焼却灰溶融施設建設事業、水族館整備事業など繰越明

許費繰越と継続費逓次繰越の合計で２０件、１６億６，９９０億円（前年度３４件、

５２億５，３９３億円）、特別会計においては、市営住宅建設事業で２件、３億

３，３７４万円（前年度３件、２億５，２５０万円）を平成２０年度へ繰り越した。 

 

(4) 健全化判断比率及び資金収支比率 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、

平成１９年度決算から、健全化判断比率（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公
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債費比率、④将来負担比率）及び⑤資金不足比率について、議会に対し報告を行うこととな

った。 

平成１９年度決算においては、①実質赤字、②連結実質赤字、⑤資金不足は生じておらず、

また、③実質公債費比率１４．０％、④将来負担比率１１８．３％は、いずれも健全化基準

を下回っていることから、本市の財政状況は健全段階にある状況である。 
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 （第１表） 

平 成 １ ９ 年 度 会 計 別 決 算 額 
                                （単位：千円） 

 

区 分 
歳 入 

決 算 額 

歳 出 

決 算 額 

歳 入 歳 出 

差 引 額 

翌 年 度 へ 

繰 り 越 す 

べ き 財 源 

実質収支額 

一 般 会 計 101,006,641 97,254,174 3,752,467 710,789 3,041,678 

住 宅 事 業 2,146,362 2,077,309 69,053 155 68,898 

国民健康保険事業 30,585,664 29,267,142 1,318,522 0 1,318,522 

 

競 輪 事 業 13,021,260 12,188,517 832,743 0 832,743 

卸 売 市 場 事 業 1,338,446 1,329,561 8,885 0 8,885 

災 害 共 済 事 業 36,426 29,005 7,421 0 7,421 

 

老人保健医療事業 26,786,595 26,919,530 △132,935 0 △132,935 

佐 世保 市 等地 域 

交通体系整備事業 
50,769 50,769 0 0 0 

土 地 取 得 事 業 56,101 56,101 0 0 0 

介 護 保 険 事 業 18,027,929 17,745,662 282,267 0 282,267 

交 通 船 事 業 53,894 53,894 0 0 0 

集 落 排 水 事 業 49,898 49,848 50 0 50 

特

別

会

計 

小 計 92,153,344 89,767,338 2,386,006 155 2,385,851 

合 計 193,159,985 187,021,513 6,138,472 710,944 5,427,528  

表中における計数は、それぞれ端数調整等を行っているため、計とは一致しない場合がある。 

（以下の表についても同じ） 
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 (第２表) 
一 般 会 計 繰 越 事 業 費 の 内 訳 

 
（繰越明許費繰越）                      （単位：千円） 

左の財源内訳 
款 別 事 業 名 

翌 年 度 
 
繰 越 額 未 収 入 

特 定 財 源 
翌年度へ繰り

越すべき財源 

総 務 費 高 砂 街 区 再 整 備 事 業 10,303 9,800 503 

衛 生 費 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金 30,850 0 30,850 

県 営 事 業 負 担 金
（ 土 地 基 盤 整 備 事 業 ） 

4,979 4,900 79 
農 林 
水産業費 漁 港 整 備 事 業

（高島漁港高度利用促進対策事業） 
10,400 7,020 3,380 

道 路 新 設 改 良 事 業 244,990 237,000 7,990 

県 営 事 業 負 担 金
（ 道 路 新 設 改 良 事 業 ） 

30,000 0 30,000 

橋 り よ う 新 設 改 良 事 業 31,500 25,200 6,300 

河 川 改 良 事 業 5,070 1,690 3,380 

雨 水 渠 整 備 受 託 事 業 20,860 20,860 0 

県 営 事 業 負 担 金
（ 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 ） 

14,000 0 14,000 

栄･常盤地区市街地再開発事業 762,500 570,000 192,500 

県 営 事 業 負 担 金 
（ 公 園 整 備 事 業 ） 

1,910 1,900 10 

土 木 費 

県 営 事 業 負 担 金 
（ 街 路 事 業 ） 

11,300 10,700 600 

港 湾 費 
港 湾 漁 業 用 施 設 整 備 事 業 
（ 横 瀬 ふ 頭 改 修 ） 

38,400 38,400 0 

災害復旧費 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 7,113 7,044 69 

合 計 1,224,174 934,514 289,660 
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（継続費逓次繰越）                       （単位：千円） 

左の財源内訳 
款 別 事 業 名 

翌 年 度 

逓次繰越額 繰 越 金 特 定 財 源 

総 務 費 高 砂 街 区 再 整 備 事 業 110,605 110,605 0 

西 部 芳 世 苑 建 替 事 業 123,392  123,392  0 

衛 生 費 

焼 却 灰 溶 融 施 設 建 設 事 業 136,626 136,626 0 

商 工 費 水 族 館 整 備 事 業 39,491 14,891 24,600 

教 育 費 愛宕地区公民館（仮称）建設事業 35,614 35,614 0 

合 計 445,729 421,129    24,600 
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特別会計繰越事業費の内訳 

 
（継続費逓次繰越）                       （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左 の 財 源 内 訳 

会 計 別 事 業 名 
翌 年 度 

繰 越 額 繰 越 金 特 定 財 源 

市 営 住 宅 建 替 事 業 

（ 桜 木 団 地 建 替 ３ 期 ） 
130,823 51 130,772 

住 宅 事 業 
市 営 住 宅 建 替 事 業 

（ 花 園 住 宅 建 替 ） 
202,918 104 202,814 

合 計 333,741 155 333,586 
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３ 公金着服事件について 

 

平成１９年度、佐世保市において二つの公金着服事件が発覚し、市民の皆様の信頼を大き

く失墜させたことに対し、心から深くお詫び申しあげます。 

 

一つは本市の元競輪事務所職員が、在職中に他の競輪場の場外発売の経費の請求書、振込

み領収書を偽造して、業者への振込みを装い着服するという事件、一つは本市の元環境部職

員が、在職中にごみ収集運搬作業に従事する日々雇用職員の賃金を着服し、また着服の事実

を隠すため臨時職員領収書を偽造するという事件であります。二人の元職員は、すでに懲戒

免職処分といたしております。 

 

公金着服という事件は、重大な犯罪であり、元職員の倫理、規律遵守の問題に尽きるわけ

ですが、一方で現金の取扱いに関し基本的なチェック体制が徹底されていなかったことが不

正の温床になったもので、未然に防げなかった責任は重大であります。 

 

このことを受け、佐世保市では「公金取扱いに係る関係課長会議」において、対応策を検

討した結果、下記のとおり、方針をまとめました。 

 

① 口座払い等に切り換えるなど職員が現金を取り扱う事務を必要最小限にすること 

② 現金の入出金や保管については、複数の職員で行うこと 

③ 精算等については、担当者以外の職員が領収書など収入・支出金額を明らかにする関係

書類との照合を確実におこなうこと 

の基本原則を踏まえ、現金取扱い等に関する事務処理チェック体制の再構築を行い、平成

２０年６月から運用を開始しております。 

 

今回の公金着服について、市民の皆様、市議会の皆様に対し、大変なご不審とご疑念をい

ただかせたことに対して、深くお詫びするとともに、今後このようなことがおこらぬよう、

事務処理チェック体制について職員に徹底し、また、法令順守（コンプライアンス）研修を

実施するなど職員の意識改革を徹底したいと考えております。 
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また、佐世保市ではこれまで職員の処分発表時には人事院の指針に従い、「個人が識別さ

れない内容が基本」として氏名を公表しておりませんでしたが、今回の事件をうけ、不正を

抑制し、市民への説明責任を果たすため、公表に向けて検討してまいります。 

 

今後、不祥事を二度と起こさないため、（適正な行政運営のための体制と仕組みの再構築

を行い、）全職員一丸となって再発防止に努め、一日も早く市民の皆様の信用と信頼の回復

に努めていきたいと考えております。 
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４ 一般会計決算の概要 

(1)  歳 入 

一般会計歳入決算額は、第３表のとおりである。歳入決算総額は１，０１０億

６６４万円で前年度比０．１％増と前年度に引き続き増となった。 

ア 性質別 

自主財源の決算額は、使用料及び手数料、財産収入、繰入金、繰越金は減となったも

のの、市税、分担金及び負担金、寄附金、諸収入の増により、前年度比１．８％の増と

なった。また、依存財源は、利子割交付金、配当割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国

有提供施設等所在市町村助成交付金、国庫支出金、県支出金は増となったものの、税源

移譲までの暫定措置であった所得譲与税の廃止、減税補てん特例交付金の廃止による地

方特例交付金の減、地方交付税、市債などの減により１．２％の減となった。自主財源

の構成比は４４．４％となり、前年度に比べ０．７ポイント増加した。 

一般財源の決算額は、税源移譲による市税の増はあったものの、地方譲与税、地方特

例交付金、地方交付税などの減により、前年度比０．９％減の５５１億２２万円となっ

た。 

イ 項目別 

決算額の主な内訳は、市税２８９億７，８７０万円（構成比２８．７％）、地方交

付税２２０億７１３万円（同２１．８％）、国庫支出金１３１億８，４０６万円 

（同１３．１％）、県支出金６９億３，４６８万円（同６．９％）、市債９０億

７，３９０万円（同９．０％）となっている。 

主な増減としては、市税が２０億９，００３万円、７．８％の増となった。そのう

ち市民税が２０億２，２１２万円、１９．１％の増となっており、個人市民税におい

て、三位一体の改革に伴う税源移譲の実施に加え、定率減税の廃止などにより増とな

った。また、法人市民税において、一部の製造業、保険業の好調により６．６％の増

となった。固定資産税は０．６％の増、都市計画税は０．４％の減となった。このほ

か、軽自動車税は３．９％の増、市たばこ税は１．１％の増であった。 

地方譲与税は、三位一体の改革に伴う税源移譲までの暫定措置であった所得譲与税

が廃止されたことにより、１６億９，９８９万円の減となった。また、地方道路税収

額の減により地方道路譲与税が２．５％の減、自動車重量譲与税においても自動車重
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量税収の減により２．８％の減、特別とん譲与税については４５．２％の増となり、

全体では６４．８％の大幅な減となった。 

交付金では、利子割交付金が２４．４％、配当割交付金が１９．９％と増となった

ものの、地方特例交付金については、恒久的減税に伴う減収の一部を補てんする減収

補てん特例交付金が廃止されたことなどにより、７１．６％の減、また地方消費税交

付金、自動車取得税交付金がそれぞれ１．１％、１１．２％の減となった。 

地方交付税は、三位一体の改革の影響などで３億９，５２４万円、１．８％の減と

なった。 

国有提供施設等所在市町村助成交付金は、３，８４２万円、５．４％の増となっ

た。 

国庫支出金は、情報教育ネットワーク整備事業費、地域イントラネット整備事業費

などが減少したものの、防衛施設周辺障害防止対策事業費、障害福祉費、大型汎用コ

ンピュータ刷新化事業費の増などにより、８億１，５０８万円、６．６％の増となっ

た。 

県支出金は、障害福祉費、農業費、水産業費、県民税徴収取扱費の増などにより、

１８億２，７９２万円、３５．８％の増となった。 

市債は、７億２，８４０万円、７．４％の減となった。 

なお、市債の現在高は第６表のとおり１，１６０億４，４４２万円となり、高砂街

区再整備事業、水族館整備事業、焼却灰溶融施設建設事業などによる増はあったも

の、合併市町村振興基金の減により、１１億５，８４２万円、１．０％の減となっ

た。 

基金残高は、第７表のとおり１２７億４４７万円となり、４００万円の減となっ

た。 

財産収入は、基金運用収入の増などはあったものの、土地建物売払収入などの減に

より、２億３，０８８万円、２９．９％の減となった。 

このほか、寄附金は７８９万円、３９．２％の増、繰入金は８億６，５９０万円、

２１．８％の減、諸収入は２億７，４６８万円、６．５％の増となった。 
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（第３表） 

一般会計歳入決算額 
                                （単位：千円、％） 

 

平成１９年度 平成１８年度 
区 分 

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 
差引増減 

対前年度 

伸び率 

市 税 28,978,704 28.7 26,888,672 26.7 2,090,032 7.8 

分担金及び負担金 2,363,039 2.3 2,353,233 2.3 9,806 0.4 

使用料及び手数料 1,431,338 1.4 1,451,961 1.4 △20,623 △1.4 

財 産 収 入 541,749 0.5 772,628 0.8 △230,879 △29.9 

寄 附 金 28,034 0.0 20,141 0.0 7,893 39.2 

繰 入 金 3,114,350 3.1 3,980,248 3.9 △865,898 △21.8 

繰 越 金 3,941,463 3.9 4,403,449 4.4 △461,986 △10.5 

諸 収 入 4,497,876 4.5 4,223,200 4.2 274,676 6.5 

自

主

財

源 

小 計 44,896,552 44.4 44,093,531 43.7 803,021 1.8 

地 方 譲 与 税 924,157 0.9 2,624,051 2.6 △1,699,894 △64.8 

利 子 割 交 付 金 124,388 0.1 99,979  0.1 24,409 24.4 

配 当 割 交 付 金 73,487 0.1 61,271 0.1 12,216 19.9 

株式等譲渡所得割交付金 43,463 0.0 46,338 0.0 △2,875 △6.2 

地方消費税交付金 2,428,975 2.4 2,456,923 2.4 △27,948 △1.1 

ゴルフ場利用税交付金 55,191 0.1 51,028  0.1 4,163 8.2 

自動車取得税交付金 268,754 0.3 302,737  0.3 △33,983 △11.2 

国有提供施設等所在 
市町村助成交付金 745,806 0.7 707,386  0.7 38,420 5.4 

地方特例交付金 195,963 0.2 688,852 0.7 △492,889 △71.6 

地 方 交 付 税 22,007,134 21.8 22,402,375 22.2 △395,241 △1.8 

交通安全対策特別交付金 50,134 0.0 50,206  0.0 △72 △0.1 

国 庫 支 出 金 13,184,063 13.1 12,368,986 12.3 815,077 6.6 

県 支 出 金 6,934,675 6.9 5,106,752 5.1 1,827,923 35.8 

市 債 9,073,900 9.0 9,802,300 9.7 △728,400 △7.4 

依

存

財

源 

小 計 56,110,090 55.6 56,769,184 56.3 △659,094 △1.2 

 
合 計 101,006,641 100.0 100,862,715 100.0 143,926 0.1 

う ち 一 般 財 源 55,100,216 54.6 55,622,226 55.1 △522,010 △0.9 
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 (2)  歳 出 

歳出決算総額は９７２億５，４１７万円で前年度９６９億２，１２５万円に比べ、

３億３，２９２万円（０．３％）の増、４年連続の増となった。 

ア  目的別 

目的別歳出決算額は、第４表のとおりである。 

決算の主な目的別内訳をみると、民生費２９７億３，２９９万円（構成比

３０．６％）、総務費１３４億９，６４６万円（同１３．９％）、公債費１２９億

２，７０５万円（同１３．３％）、衛生費１１８億２，５６５万円（同１２．２％）、

教育費７６億２，５７５万円（同７．８％）、土木費６２億６，２５５万円（同

６．４％）、商工費５６億５，４５５万円（同５．８％）の順となっている。 

主な事業（特徴的なもの）としては、議会費では、議会情報化推進事業などである。

総務費では、高砂街区再整備事業、市民コミュニティ情報システム更改事業、公共施

設予約管理システム導入事業などである。民生費では、保育所運営事業、生活保護な

どのほか、公的介護施設整備補助事業などの高齢者支援事業、子育て支援事業などで

ある。衛生費では、食育推進事業、健康診査などの老人保健事業、焼却灰溶融施設建

設事業、西部芳世苑建替事業、子ども発達センター診療事業、廃棄物適正処理推進事

業などである。労働費では、労働雇用対策推進事業などである。農林水産業費では、

光センサーみかん選果機導入事業、畜産施設・機械整備事業、老朽ため池対策事業、

漁港整備事業などである。商工費では、企業誘致活動事業、観光客誘致促進事業、九

十九島海のダイヤモンド計画推進事業、中小企業経営基盤強化事業などである。土木

費では、バリアフリーネットワーク整備事業、公園再整備事業などである。港湾費で

は、ポートルネッサンス２１計画実働促進事業、港湾漁業用施設整備事業、プレジャ

ーボート対策事業などである。教育費では、学校給食事業、少人数指導支援事業、小

学校施設整備事業などである。 

主な増減としては、総務費では、１６億７８６万円、１０．６％の減で、高砂街区

再整備事業、選挙費などの増はあったものの、基金造成費、地域イントラネット整備

事業、統合型地理情報システム整備事業などの減により総じて減となった。民生費で

は、１０億４，６７３万円、３．６％の増で、児童手当などの扶助費、保育所運営費

などが増となったことによるものである。衛生費では、５億７，７６６万円、
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５．１％の増で、焼却灰溶融施設建設事業、西部芳世苑建替事業などの増によるもの

である。労働費では、労働福祉センター運営事業などの減により、５４６万円、

５．３％の減となった。農林水産業費では、９億８，９５７万円、３８．７％の増で、

光センサーみかん選果機導入事業、強い水産業づくり交付金事業などの増によるもの

である。商工費では、５億４，９０３万円、１０．８％の増で、水族館整備事業、中

小企業融資などにより増となった。土木費では、４億７，３４０万円、７．０％の減

で、土地区画整理事業繰出金、栄・常盤地区市街地再開発事業などの減による。港湾

費では、５，９６４万円、７．１％の増で、港湾施設改良費統合補助事業、横瀬ふ頭

整備改修事業などの増によるものである。消防費では、２７３万円、０．１％の減で、

出動手当などの減によるものである。教育費では、１５億２，４８７万円、

１６．７％の減で、清水小学校建設費、小学校屋内運動場改修費などの減によるもの

である。公債費では、８億７，５４６万円、７．３％の増で、償還元金の増などによ

るものである。諸支出金では、５，０２６万円、７２．６％の減で、普通財産取得事

業などの減によるものである。 
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（第４表） 

一 般 会 計 目 的 別 歳 出 決 算 額 

   （単位：千円、％）

平成１９年度 平成１８年度 
款 別 

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 
差引増減 

対前年度 

伸 び 率 

議 会 費 571,926 0.6 550,857 0.6 21,069 3.8 

総 務 費 13,496,457 13.9 15,104,315 15.6 △1,607,858 △10.6 

民 生 費 29,732,985 30.6 28,686,258 29.6 1,046,727 3.6 

衛 生 費 11,825,649 12.2 11,247,989 11.6 577,660 5.1 

労 働 費 97,735 0.1 103,192 0.1 △5,457 △5.3 

農 林 水 産 業 費 3,545,060 3.7 2,555,490 2.6 989,570 38.7 

商 工 費 5,654,548 5.8 5,105,517 5.3 549,031 10.8 

土 木 費 6,262,546 6.4 6,735,943 6.9 △473,397 △7.0 

港 湾 費 902,141 0.9 842,503 0.9 59,638 7.1 

消 防 費 4,224,135 4.3 4,226,868 4.4 △2,733 △0.1 

教 育 費 7,625,745 7.8 9,150,610 9.4 △1,524,865 △16.7 

災 害 復 旧 費 369,249 0.4 490,916 0.5 △121,667 △24.8 

公 債 費 
12,927,047 

(12,652,847) 
13.3 12,051,589 12.4 

875,458 

(601,258) 

7.3 

(5.0) 

諸 支 出 金 18,950 0.0 69,205 0.1 △50,255 △72.6 

合 計 
97,254,174 

(96,979,974) 
100.0 96,921,252 100.0 

332,922 

(58,722) 

0.3 

(0.1) 

※表中の（ ）書きは、公的資金繰上償還の借換え分を除く額及びその額をもとに算定した率

を表す。 
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 イ 性質別 

性質別歳出決算額は、第５表のとおりである。 

歳出の性質別分類では、義務的経費４９０億５，３６０万円 (構成比５０．４％)、

投資的経費１５５億４，４０９万円 (同１６．０％)、その他の経費３２６億

５，６４８万円 (同３３．６％)となっている。 

義務的経費では、人件費は減少したものの、扶助費、公債費は増加し、前年度比

２．３％の増となり、歳出に占める構成比も０．９ポイント増加した。投資的経費

は、平成１８年度からの繰越事業費が大きかったこと、また、大型事業の進捗に伴

い、前年度比１７．６％で２年連続の増加となり、歳出に占める構成比も２．４ポイ

ント上昇した。 

義務的経費の内訳は、人件費１７３億７，１７３万円（構成比１７．８％）、扶助

費１８７億５，４８６万円（同１９．３％）、公債費１２９億２，７０１万円 (同

１３．３％)となっている。人件費は２．０％の減、扶助費は児童福祉費の増などによ

り、３．２％の増、公債費は既往債の元金償還が増加したことに加え、公的資金補償

金免除繰上償還を実施したこと等により、７．３％の増となっている。 

投資的経費の内訳は、普通建設事業費１５１億７，４８４万円（構成比

１５．６％）、災害復旧事業費３億６，９２５万円（同０．４％）となっている。普

通建設事業費は、高砂街区再整備事業、焼却灰溶融施設建設事業、西部芳世苑建替事

業などの大型事業が進捗したことなどにより、１９．５％の増となった。また、災害

復旧事業費については、土木施設災害復旧費、農業用施設災害復旧費の減により、

２８．６％の減となった。 

その他の経費の内訳は、物件費１０８億５，５１３万円（構成比１１．２％）、維

持補修費５億６，７９７万円（同０．６％）、補助費等５５億８，９１４万円（同

５．７％）、繰出金８０億５，５１６万円（同８．３％）、積立金３１億

２，９４７万円（同３．２％）、投資及び出資金７億５，３３５万円（同

０．８％）、貸付金３７億６２７万円（同３．８％）となっている。このうち、前年

度比増減の大きなものとしては、積立金において、合併市町村振興基金及び財政調整

基金への積み立てが減となったことにより、４９．１％の大幅な減となった。繰出金

は、土地区画整理事業特別会計が平成１８年度末をもって廃止になったことにより、
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６．４％の減となった。補助費等は、渇水対策事業費や後期高齢者医療制度準備経費

などの増により、３．３％の増となった。投資及び出資金は、水道事業会計及び下水

道事業会計、病院事業会計への出資金の減により１５．０％の減となった。 
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（第５表） 

一 般 会 計 性 質 別 歳 出 決 算 額 

   
（単位：千円、％）

平成１９年度 平成１８年度 
区 分 

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 

差引増減 
対前年度

伸 び 率 

人 件 費 17,371,725 17.8 17,719,373 18.3 △347,648 △2.0 

扶 助 費 18,754,863 19.3 18,174,516 18.8 580,347 3.2 

公 債 費 
12,927,013 

(12,652,813) 
13.3 12,051,517 12.4 

875,496 

(601,296) 

7.3 

(5.0) 

義

務

的

経

費 

小 計 
49,053,601 

(48,779,401) 
50.4 47,945,406 49.5 

1,108,195 

(833,995) 

2.3 

(1.7) 

普 通 建 設 事 業 費 15,174,840 15.6 12,699,979 13.1 2,474,861 19.5 

災 害 復 旧 事 業 費 369,249 0.4 516,828  0.5 △147,579 △28.6 

失 業 対 策 事 業 費           

投

資

的

経

費 

小 計 15,544,089 16.0 13,216,807 13.6 2,327,282 17.6 

物 件 費 10,855,128 11.2 10,679,805 11.0 175,323 1.6 

維 持 補 修 費 567,965 0.6 599,431  0.6 △31,466 △5.2 

補 助 費 等 5,589,143 5.7 5,412,014  5.6 177,129 3.3 

繰 出 金 8,055,163 8.3 8,602,931  8.9 △547,768 △6.4 

積 立 金 3,129,473 3.2 6,152,804  6.4 △3,023,331 △49.1 

投 資 及 び 出 資 金 753,345 0.8 885,799  0.9 △132,454 △15.0 

貸 付 金 3,706,267 3.8 3,426,255  3.5 280,012 8.2 

そ

の

他

の

経

費
 

小 計 32,656,484 33.6 35,759,039 36.9 △3,102,555 △8.7 

合 計 
97,254,174 

(96,979,974) 
100.0 96,921,252 100.0 

332,922 

(58,722) 

0.3 

(0.1) 

※表中の（ ）書きは、公的資金繰上償還の借換え分を除く額及びその額をもとに算定した率

を表す。 
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５ 特別会計決算の概要 

(1) 住宅事業 

住宅事業特別会計の歳入決算額は、２１億４，６３６万円（前年度比１８．１％

減）、歳出決算額は、２０億７，７３１万円（同１５．７％減）で、翌年度に繰り越

すべき財源を差し引いた実質収支額は６，８９０万円となった。 

桜木団地建替２期工事及び黒石団地建替工事が完了し、花園住宅建替工事及び

桜木団地建替３期工事について事業を実施している。 

なお、管理戸数は、平成１９年度末で４，９７１戸である。 

 

(2) 国民健康保険事業 

国民健康保険事業特別会計の歳入決算額は、３０５億８，５６６万円（前年度比

１１．３％増）、歳出決算額は、２９２億６，７１４万円（同１１．２％増）で、実

質収支額は１３億１，８５２万円となった。 

レセプト点検、適正受診への訪問指導など、医療費適正化に努めるとともに、

短期人間ドックの実施、がん検診助成、温泉健康ほっと教室などを行い、健康管

理意識の高揚に努めた。 

一方、税の収納は、徴収体制の充実、収納窓口時間の延長、滞納処分の強化、

口座振替の促進等を行った結果、現年度分の収納率は前年度比０．４ポイント増

の９２．７％となった。 

老人を除いた被保険者一人当たりの療養給付費実績は、２４万３，２２８円で

前年度比７．７％増となった。 

 

(3) 競輪事業 

競輪事業特別会計の歳入決算額は、１３０億２，１２６万円（前年度比

８．３％増）、歳出決算額は、１２１億８，８５２万円（同７．５％増）で、

実質収支額は８億３，２７４万円となった。 

経費の削減などの経営努力に加え、競輪開催日数の２節（６日間）の削減や

(財)ＪＫＡ交付金の還付制度などにより、単年度収支は１億４，６２５万円の

黒字決算であったが、佐世保競輪場における車券売上額、入場者数は共に減少
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し、今後も厳しい状況が続くと考えられることから、一般会計への繰出しは行

っていない。 

 

(4) 卸売市場事業 

卸売市場事業特別会計の歳入決算額は、１３億３，８４５万円（前年度比

６２．５％減）、歳出決算額は、１３億２，９５６万円（同６２．７％減）で、実質

収支額は８８９万円となった。なお、前年度比の大幅な減は、新青果市場建設費の減

によるものである。 

卸売市場の青果部では、野菜は前年度並、果実は前年を上回る入荷があったも

のの、単価安となったため、全体として取扱金額が前年度比２．９％減となった。

花き部では、原油高騰の影響による生産量の減と、依然として続く消費低迷のた

め、取扱金額は前年度比７.０％の減となった。 

また、水産物部では、生鮮水産物の入荷増により、取扱数量は前年度比

８.４％増となったが、単価が安い青物の増加であったため、取扱金額は前年度

比６．５％減となった。 

食肉部では、と畜頭数については、牛・豚ともに増加し、全体で６．１％の増

となった。また、上場頭数については、豚の減少により全体で２．７％の減とな

ったが、取扱金額は牛の上場頭数の増、豚の価格の高騰により、１１．８％の増

となった。 

 

(5) 災害共済事業 

災害共済事業特別会計の歳入決算額は、３，６４３万円（前年度比２．３％

増）、歳出決算額は、２，９０１万円（同０．０３％増）で、実質収支額は、

７４２万円となった。 

交通災害共済事業では加入会員数５万４，７５４人、見舞金は２３０件、

１，７２６万円を支給し、火災共済事業では加入世帯数２万５９０世帯、見舞金

は５件、５００万円を支給した。 
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(6) 老人保健医療事業 

老人保健医療事業特別会計の歳入決算額は、２６７億８，６５９万円（前年度

比３．３％減）、歳出決算額は、２６９億１，９５３万円（同２．７％減）で、

実質収支額は、１億３，２９４万円の赤字決算となった。 

国庫支出金等が、翌年度精算交付されるため財源不足となったものであり、平

成２０年度会計からの繰上充用措置による補てんを行った。 

老人一人当たりの医療の給付費実績は、８４万９，８６４円で前年度比

３．３％増となった。 

 

(7) 地域交通体系整備事業 

地域交通体系整備事業特別会計の歳入、歳出決算額は、ともに５，０７７万円（前

年度比４．５％増）となり、このうち、安全対策事業の一部として４，８６２万円を

基金の元金取崩しにより対応した。 

また、地域交通体系整備基金の適切な運用に努め、基金運用益２０３万円を積

み立てた。 

 

(8) 土地取得事業 

土地取得事業特別会計の歳入、歳出決算額は、ともに５，６１０万円（前年度比と

もに８２．２％減）となった。 

公共事業等の円滑な執行を図るため、先行取得した公共用地の処分を計画的に

行うとともに、土地開発基金の適切な運用に努めた。 

 

(9) 介護保険事業 

介護保険事業特別会計の歳入決算額は、１８０億２，７９３万円（前年度比

４．５％増）、歳出決算額は１７７億４，５６６万円（前年度比６．８％増）で、

実質収支額は、２億８，２２７万円となった。 

介護保険事業特別会計のうち保険事業勘定の歳入決算額は、１７８億

６，３２３万円（前年度比４．３％増）、歳出決算額は、１７５億８，０９６万

円（同６．６％増）で、実質収支額は２億８，２２７万円となった。 
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予算に対する介護給付および予防給付額の執行率は、在宅サービスにおいて

１０１．５％、施設サービスにおいて９３．３％となり、全体では９６．２％と

なっている。 

なお、平成１９年度末における要介護認定者数は１万３，２５０人、利用者数

は１万２７３人である。 

また、介護保険事業特別会計のうち介護サービス事業勘定の歳入、歳出決算額

は、ともに１億６，４７０万円となった。 

 

(10) 交通船事業 

交通船事業の歳入、歳出決算額は、ともに５，３８９万円（歳入前年度比

０．８％減、歳出前年度比１．６％増）となった。 

なお、交通船利用者数は６，２８８人となっている。 

 

(11) 集落排水事業 

集落排水事業特別会計の歳入決算額は、４，９９０万円（前年度比１０．５％

増）、歳出決算額は、４，９８５万円（同１０．８％増）で、実質収支額は、

５万円となった。 

なお、加入世帯数は、平成１９年度末で野方地区２７世帯、本飯良地区２３世

帯、合計５０世帯で前年度比３世帯の増となっている。 
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 （第６表） 

平成１９年度末会計別市債現在高 

      （単位：千円、％）

会   計 
平成18年度末 

現 在 額 

平成19年度中 

起 債 額 

平成19年度中 

償 還 額 

平成19年度末 

現 在 額 

市 民 一 人 

当 た り 額 
差引増減 

対前年度 

伸び率 

一 般 会 計 117,202,843 9,073,900 10,684,550 116,044,424 451,899 △1,158,419 △1.0 

特 別 会 計 21,648,921 327,900 1,337,507 20,187,083 78,612 △1,461,838 △6.8 

住 宅 10,716,694 327,900 791,326 10,253,268 39,928 △463,426 △4.3 

卸売市場 9,946,070 0 520,369 9,425,701 36,705 △520,369 △5.2 

土地区画 

整  理 
452,231 0 0 0 0 △452,231 △100.0 

 

集落排水 533,926 0 25,812 508,114 1,979 △25,812 △4.8 

合 計 138,851,764 9,401,800 12,002,057 136,231,508 530,511 △2,620,256 △1.9 

 
※土地区画整理事業特別会計は、平成18年度末をもって一般会計に引継いだ。 
※表中の市民１人当たり額の人口は平成19年度末現在の住民基本台帳人口の数値（256,793人） 
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平成１９年度末一般会計市債現在高（借入先別内訳） 
（単位：千円、％） 

区 分 未 償 還 元 金 構 成 比 年 利 率 
前 年 度 

構 成 比 

財 務 省 68,948,070 59.4 60.9 

日 本 郵 政 公 社 13,839,578 11.9 13.1 

国 土 交 通 省 25,159 0.0 0.0 

政 

府 

資 

金 
小 計 82,812,807 71.4 

0.00～7.10 

74.0 

公 営 企 業 金 融 公 庫 8,032,987 6.9 7.7 

農 林 漁 業 金 融 公 庫 51,512 0.0 0.1 

公 

庫 

資 

金 小 計 8,084,499 7.0 

0.75～6.50 

7.8 

長崎県市町村職員共済組合 310,526 0.3 0.3 

全国市有物件 災害共済会 151,178 0.1 0.1 

地方公務員共済組合連合会 10,000 0.0 0.1 

共
済
組
合
資
金 

小 計 471,704 0.4 

0.40～2.00 

0.5 

長 崎 県 67,663 0.1 0.00～2.10 0.1 

親 和 銀 行 8,337,643 7.2 6.8 

十 八 銀 行 1,734,534 1.5 1.2 

長 崎 銀 行 205,590 0.2 0.2 

西 日 本 シ テ ィ 銀 行 2,663,400 2.3 2.3 

ながさき西海農業協同組合 5,870,916 5.1 2.2 

九 十 九 島 漁 業 協 同 組 合 241,565 0.2 0.1 

信 金 中 央 金 庫 648,157 0.6 0.6 

西 九 州 信 用 金 庫 838,400 0.7 0.7 

九 州 労 働 金 庫 1,366,468 1.2 1.0 

生 命 保 険 会 社 1,446,000 1.2 1.6 

市 町 村 振 興 協 会 955,080 0.8 0.9 

市 

中 

銀 

行 

等 

小 計 24,307,753 20.9 

0.40～3.30 

17.7 

市 場 公 募 債 300,000 0.3 0.90 0.0 

合 計 116,044,424 100.0  100.0 
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（第７表） 

平 成 １ ９ 年 度 末 基 金 現 在 高 

    （単位：千円）

平成19年度中増減額 

基 金 名 
平成18年度末 

現 在 高 積立 繰入 その他 

平成19年度末 

現 在 高 
差引増減 

対前年度 

伸び率 

減 債 基 金 3,101,679 1,471,379 1,400,000 △24,124 3,148,934 47,255 1.5 

財 政 調 整 基 金 3,019,139 1,526,006 1,650,000  2,895,145 △123,994 △4.1 

災 害 補 て ん 基 金 616,431 13,843   630,274 13,843 2.2 

退 職 手 当 基 金 469,439 7,926   477,365 7,926 1.7 

奨 学 基 金 380,740 29,902 19,488  391,154 10,414 2.7 

交 通 災 害 共 済 基 金 15,392 118  5,000 20,510 5,118 33.3 

火 災 共 済 基 金 47,198 295   47,493 295 0.6 

交 通 安 全 基 金 10,808 68   10,876 68 0.6 

福 祉 基 金 1,377,157 21,646 26,242  1,372,561 △4,596 △0.3 

教 育 文 化 振 興 基 金 241,721 11,859 5,950  247,630 5,909 2.4 

家畜導入事業資金供給事業等基金 2,972 18 2,990  0 △2,972 △100.0 

ふ る さ と 創 生 基 金 306,032 1,908   307,940 1,908 0.6 

交 通 遺 児 救 済 基 金 44,976 2,524  2,020  45,480 504 1.1 

合 併 市 町 村 振 興 基 金 3,030,081 27,477 3,791  3,053,767 23,686 0.8 

特定農山村地域活動支援基金 613 4 617  0 △613 △100.0 

市民公益活動団体自立化支援基金 38,526 546 1,458  37,614 △912 △2.4 

肉 用 牛 振 興 基 金 5,570 13,953 1,794  17,729 12,159 218.3 

小    計 12,708,474 3,129,472 3,114,350 △19,124 12,704,472 △4,002 △0.0 

住 宅 基 金 270,818 1,890 42,401 80,000 310,307 39,489 14.6 

佐世保市等地域交通体系整備基金 334,907 2,033 48,735  288,205 △46,702 △13.9 

国民健康保険財政調整基金 1,011,586 5,600   1,017,186 5,600 0.6 
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土 地 開 発 基 金 1,791,299 4,926   1,796,225 4,926 0.3 

競 輪 場 施 設 整 備 基 金 4,418 28   4,446 28 0.6 

中央卸売市場移転整備基金 2,046,630 11,906 174,351  1,884,185 △162,445 △7.9 

介護保険給付費準備基金 167,749 2,231  312,706 482,686 314,937 187.7 

合    計 18,335,881 3,158,086 3,379,837 373,582 18,487,712 151,831 0.8 

 
※平成19年度中増減額のその他とは、地方財政法に定める決算積立額及び運用損のことである。 
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○ まちづくりの基本目標に基づく重点的な施策の成果 

 

【総 括】 

 

１ 健康で安心して暮らせる福祉のまち 

 

「健康で安心して暮らせる福祉のまち」という基本目標は、保健福祉部、市民生

活部、総合病院により取り組みを行った（民生費、衛生費、国民健康保険事業特別会

計、介護保険事業特別会計、老人保健医療事業特別会計）。 

 

主な施策としては、健康づくりの啓発・支援、医療体制の充実、高齢者や障がい

者の生活支援や在宅サービスの提供、国民健康保険事業・介護保険事業の適正な運営

などである。 

 

成果としては、政策「健康を支える環境づくり」では、新たな制度である特定健

康診査等の実施計画を策定し、２０年度からスタートする新たな制度の実施に向けた

準備を行った。また、例年、医師会、歯科医師会の協力を得て、各種検診を行ってい

るが、がん検診受診率は１４．０％となり、前年度１１．６％より２．４ポイント上

昇した。政策「地域医療の体制づくり」では、小児科医の不足による小児救急医療の

危機に対応するため、休日急病診療所の機能強化を行い、小児の初期救急と二次救急

の体制見直しを行った。政策「高齢者の生活を支える環境づくり」では、介護予防の

推進において、市民への普及啓発を図るため、ポスターの配布、路線バスでの広報、

介護予防体操「元気に長生き！そいぎんたやるばい体操」の制作など積極的な情報発

信を行った。一方で、社会問題化している高齢者への虐待については、多岐にわたる

相談に対し、解決に向かうよう関係機関との連携を図った。また、認知症の高齢者を

地域において支援する取組みの一環として認知症サポーターの養成を開始し、１９年

度においては目標の３００人を上回る５４０人を養成できた。政策「障がい者の自立

と社会参加の環境づくり」では、障がい者への保健・医療サービスである福祉医療や

自立支援医療について、適正に支給処理を行った。しかしながら、社会参加・就労の
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支援については、平成１８年に就労移行支援事業が始まってから、訓練期間の２年が

まだ経過していないため、目標は達成できていない。政策「確かな安心と自立を支え

る制度の実施」では、社会保障制度の充実に寄与するため国民健康保険事業の適切な

運営に努めた。後期高齢者医療制度については、制度の周知に努めるとともに、広域

連合との連携のもと、電算構築等の各種準備業務を実施した。介護認定者が増加する

中、市民が適切な介護認定を受け、介護サービスが受けられるよう介護保険事業の適

切な運営に努めた。生活保護については、保護率が年々増加する中、安心して生活で

きるセーフティーネットとして、適正な運営に努めた。 

なお、建物の老朽化や手狭さのため、サービス提供を行ううえで十分とは言えな

かった保健所については、高砂街区再整備事業の一貫として、中央保健福祉センター

（仮称）の建設に着手した。 

 

２ 安全な生活を守るまち 

 

「安全な生活を守るまち」という基本目標は消防局、市民生活部、土木部、保健

福祉部により取り組みを行った（消防費、総務費、土木費、衛生費）。 

 

主な施策としては、災害や緊急事態に対する体制整備、災害危険箇所の環境整備、

消防・救急救助の体制づくり、地域における犯罪被害の発生防止、交通事故の発生防

止、消費者被害や健康被害の未然防止などである。 

 

成果としては、政策「災害に強いまちづくり」では、「自主防災だより」の年間

３回の発行や自主防災組織の結成・育成促進など啓発活動により、防災研修会への市

民の参加者数７１２人（目標３５０人）、自主防災組織は新たに２０組織（目標

２０組織）が結成された。政策「消防・救急救助の体制づくり」では、タンク火災を

はじめとするあらゆる危険物火災に対応するため、西消防署の大型化学消防ポンプ自

動車を最新設備搭載の車両に更新した。また、救急救助においては、救急救命士２名、

気管挿管実施救急救命士６名、薬剤投与実施救急救命士４名を養成し、また救急での

生存率を向上させるためのＡＥＤ（自動体外式除細動器）については、新たに公共施
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設に１６台設置した。政策「地域安全を支える環境づくり」では、身近な地域におけ

る犯罪被害の発生防止のため「犯罪のない安全・安心まちづくり条例」を１９年９月

に制定し、条例に基づき推進協議会を設置し、２回の協議を行った。政策「交通安全

を支えるまちづくり」では、安全運転啓発など交通安全運動を推進することで、交通

事故件数は１，５０５件となり、前年の１，５５４件に比べ４９件減少した。政策

「安全な消費生活のための環境づくり」では、多重債務者の増加が社会問題となる中、

庁内に多重債務問題連絡会議を設置し、問題解決に取り組んだ。政策「健康を守る安

全な生活環境づくり」では、食の安全に対する関心の高まりの中で、検査指導を行っ

たり、検査結果についての情報提供を行った。また、インフルエンザや３種混合など

予防接種事業を実施し、感染症予防・拡大防止に努めた。 

 

３ 心豊かな人を育むまち 

 

「心豊かな人を育むまち」という基本目標は子ども未来部、市民生活部、教育委

員会、企画調整部により取り組みを行った（民生費、衛生費、総務費、教育費）。 

 

 主な施策としては、子どもの健やかな成長や子育て支援に関する事業、幼児教

育を含めた学校教育の充実、青少年の健全育成、生涯学習の充実、スポーツに親

しめる環境づくり、人権の尊重や男女共同参画の社会づくりなどである。 

 

 成果としては、政策「子どもと子育てを支える環境づくり」では、母子の心身

の健康管理を支援するため、乳幼児や妊婦健診を実施した。子どもに係る総合相

談窓口として設置した子ども子育て応援センターは、母子自立支援のための強化

を図り、市民への周知を行った結果、相談件数は４，９８７件となり、前年の

４，４８１件に比べ５０６件増加した。また県北唯一の小児療育専門機関として

設置した子ども発達センターでは、臨床心理士を配置し、心身の発達に心配のあ

る子ども達の支援体制を強化した。留守家庭の就学児童対策としての放課後児童

クラブについては、未設置校区や留守家庭児童の多い校区が存在し、その設置要

望が強いため、幼稚園や保育所などへの開設のお願いなど積極的に実施した。政
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策「学校教育の充実」では、幼児教育において、子どもを取り巻く環境が大きく

変わる中、幼児教育のあり方検討事業を立ち上げ、広く幼児教育について市民に

周知をするため講演会を開いた。小中学校教育においては、体験的な学びを柱と

した特色ある学校づくりの実践を、また少人数指導支援事業により人的措置を講

じることにより、学力向上を図った。児童生徒の悩み、不安など心的ケアに対応

するため、県のスクールカウンセラー及び心の教室相談員など関係諸機関との連

携を図り、児童生徒の心の安定を図った。政策「青少年を心豊かに育むまちづく

り」では、子どもたちの放課後対策として、新たに放課後子どもプランに着手し、

地域社会全体で子どもを育む仕組みづくりに向けた一つの取組みを展開した。政

策「男女共同参画の社会づくり」では、取組みに対する市民満足度において、地

域や年齢層によって差があったことから、子育て中の親に対するセミナーを開催

するなど、ターゲットを絞った施策を実施した結果、市民満足度は前年度より

０．２ポイント上昇した。 

 

４ あふれる魅力を創出し体感できるまち 

 

「あふれる魅力を創出し体感できるまち」という基本目標は企業立地・観光物産

振興局、企画調整部、教育委員会、都市整備部により取り組みを行った（商工費、総

務費、教育費、土木費）。 

 

 主な施策としては、観光の振興、文化芸術の振興、国際色豊かなまちづくり、

魅力ある景観づくりなどである。 

 

 成果としては、政策「観光を活かしたまちづくり」では、「観光振興基本計

画」と「させぼエコツーリズム基本計画」に基づき、佐世保観光コンベンション

協会 等 の 民 間と の連 携 に より 観光 客誘 致促 進 に 取り 組ん だ結 果、 観光 客数

４９８万人、宿泊客数１４３万人となり、１９年度成果目標を上回った。特に、

東アジアからのお客様が、２５万人となり、前年２１万人から約４万人の増とな

り、これまでの誘致活動の成果としてあらわれた。ハード面においては、「九十

九島海のダイヤモンド計画推進事業」に基づき、２１年度のリニューアルオープ
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ンに向けて、水族館整備事業に取り組んだ。動植物園においては、来園者数は、

平成８年度をピークに減少傾向にあったが、動物の生態や行動を演出する工夫、

スポットガイドの充実、積極的な情報発信や新規イベントの開催など入園者満足

度アップに努めた結果、来園者数は１９万４千人となり、前年１６万９千人から

２万５千人（１４．８％増）の大幅な増加となった。政策「文化芸術に親しめる

環境づくり」では、策定から５年を経過した「佐世保市文化振興プラン」を見直

し、２０年度からの新たな実効性のある文化事業の展開を図るため、新たに「文

化振興基本計画」を策定した。政策「国際色豊かなまちづくり」では、姉妹都市

との交流事業で、コフスハーバー市及びアルバカーキ市との青少年交流事業を実

施したが、特に学校教育と連携した取り組みを行うとともに、市民ボランティア

との交流ホームステイなど市民との交流の場を提供できた。また、平成２０年度

にコフスハーバー市姉妹都市提携２０周年を向えることから、コフスハーバー市

長などの訪問を受け、記念事業の提案や経済交流について意見交換を行なった。

政策「魅力ある景観づくり」では、良好な景観を維持し、形成していくため、景

観法に基づく景観計画（案）及び景観条例（案）について、行政だけでなく、広

く市民協働による検討が必要であるとの認識から、「景観づくり市民ワークショ

ップ」を４回開催した。 

 

５ 雇用を生み出す力強い産業のまち 

 

「雇用を生み出す力強い産業のまち」という基本目標は農水商工部、企業立地・

観光物産振興局、農業委員会により取り組みを行った（商工費、卸売市場事業特別会

計、農林水産業費、集落排水事業特別会計、労働費）。 

 

 主な施策としては、地場企業の振興や企業立地の促進、商業・農林業・水産業

の振興、雇用の創出と労働の安定などである。 

 

 成果としては、政策「地域経済を支える地場企業の振興」では、融資制度にお

いて預託額の拡充や原油高騰の影響を受けている市内中小企業者を対象に、経営

の安定と資金繰りの円滑化のため、新たな融資制度を創設した。また、企業が取



 38 

り組む技術開発や販路拡大など今後の施策展開に資するため、西九州テクノコン

ソーシアムを通じて、企業の実態調査を実施した。地場産業の振興では、三川内

焼において、首都圏で新製品の展示商談会を開催し、新しい販路の開拓と商品改

良につなげることができた。政策「魅力ある商業の振興と流通の活性化」では、

個人消費の低迷など商業を取り巻く環境が厳しさを増す中、一店逸品運動や研修、

イベントの開催など各商店街の積極的な賑わい創出、活性化策を実施した。政策

「農林業の振興」では、国・県の補助事業などを活用し、農地や農林道等の生産

基盤の整備を実施した。経営体制の強化については、集落営農育成や認定農業者

育成など担い手育成対策を実施し、意欲ある担い手の育成・確保を図った。また、

農村と都市の交流を通じた農村の活性化を目指し、グリーンツーリズムにおける

体験イベントや食育イベント、林業教室を実施した結果、１，２４３人の参加が

あった。政策「水産業の振興」では、国・県の補助事業などを活用し、漁場や漁

港等の生産基盤の整備を実施した。経営体制の強化については、漁協合併の推進、

担い手育成・支援を実施し、漁家経営の安定および意欲ある担い手の育成・確保

を図った。また、資源の確保をはかるためウニ・アワビ等の有用種苗の生産・放

流を行うなど、つくり・育てる漁業を推進した。政策「雇用の創出と労働の安

定」では、企業立地推進において、平成１８年１０月に新たに創設した企業立地

奨励制度をもって企業にＰＲ活動を行った結果、立地企業による雇用者数の増は

２７２名であった。しかしながら、本市には企業進出の受け皿となる工業団地が

不足している現状があることから、その対策として、新しい市営工業団地造成の

ための適地調査を実施した。今後、２０年度に発足した企業立地推進本部におい

て最終候補地の決定を行っていく。 

 

６ 人と自然が共生するまち 

 

「人と自然が共生するまち」という基本目標は環境部、水道局などにより取り組

みを行った（衛生費など）。 

 

 主な施策としては、環境保全活動の推進や自然環境の保全、ごみ減量化やリサ

イクルの推進、ごみや生活排水の適正処理などである。 
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 成果としては、政策「環境に配慮したまちづくり」では、地球温暖化問題につ

いて、市民に対し講習会や説明会の開催により啓発を図るとともに、佐世保市役

所が率先して地球温暖化に取り組むため「佐世保市地球温暖化対策率先実行計

画」（佐世保市役所エコプラン）の改定を行った。環境教育・環境学習の推進と

して、「させぼっ子環境サミット」の企画運営やおもしろエコ塾・どこでも環境

教室の開催など、子どもたちの環境保全活動の意識向上を図った。また、平成

９年度に策定した「佐世保市環境基本計画」については、多様化した環境問題に

適切に対応するため、改定を行った。新たな計画では、８項目の総合指標を設定

しており、今後は数値指標を活用した点検評価を実施するなど、その進捗管理に

係る具体的な仕組みを構築する。自然環境の保全については、市内の野生動植物

調査を行うとともに、市民団体と連携した自然観察会の開催や地域を巻き込んだ

希少生物の保護対策を実施することで、自然環境保全の意識啓発を図った。政策

「循環型のまちづくり」では、市民の生活環境、公衆衛生保全のため、市内で発

生するごみとし尿を適正に処理した。また、家庭系ごみ減量化については、ごみ

を出す市民のさらなる負担軽減を図るため、ごみ処理券に拠らない２段階有料化

方式の２０年度実施に向けた検討を行った。廃棄物の不法投棄及び不適正排出に

ついては、巡回等による指導を行うとともに、廃棄物処理業者や排出事業者への

立ち入り調査を前年より５０件多い約２５０件の調査を行い、適正処理指導の強

化を図った。 

 

７ 快適な生活と交流を支えるまち 

 

「快適な生活と交流を支えるまち」という基本目標は都市整備部、水道局、企画

調整部、港湾部などにより取り組みを行った（土木費、総務費など）。 

 

 主な施策としては、中心市街地の再生、斜面密集市街地対策、公園の整備・管

理、水源の確保対策、幹線道路・生活関連道路の整備、活力と賑わいのあるみな

とづくりである。 
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 成果としては、政策「快適で魅力ある街の再生」では、市役所を中心とした行

政機能の集積と充実を目指して、高砂街区再整備事業に着手した。本市の中心市

街地は、平坦地が少なく、斜面地に住宅が密集し、防災面や居住環境面で多くの

課題を抱えていることから、斜面密集市街地対策事業として、市民協働の観点の

もと、地元まちづくり協議会と協議・検討を行った結果、地元の同意を得た矢

岳・今福地区において事業に着手し、東山地区、福田・中通地区においては、事

業計画を策定し、事業の大臣同意が得られた。また、老朽化した公園の再整備に

関する年次計画として策定した「都市公園等整備５ケ年計画」に基づき、花高第

二公園、日野公園、東山公園、桜木公園、黒髪第二公園の５公園について、再整

備を完了した。政策「安全・安心で安定した水の供給」では、１９年度渇水に見

舞われ、減圧給水を余儀なくされたことから、水の安定供給に対する市民満足度

は、１７．７％となり、昨年の３０．３％から１２．６ポイントも下がる結果と

なった。佐世保市の慢性的な水不足を抜本的に解決するには、石木ダム建設が不

可 欠 で あ る と 再 認 識 し 、 石 木 ダ ム 建 設 促 進 佐 世 保 市 民 の 会 と 共 同 で 、

１，５００人の市民が参加した市民大集会・パレードを開催し、安定的な水資源

確保のために活発な石木ダム建設促進活動を行った。政策「交流を支える地域交

通づくり」では、西九州自動車道をはじめとする広域幹線道路の進捗に向けた

国・県への要望活動を実施するとともに、市内道路の大部分を占める生活関連道

路については、例年に引き続き整備を行ったが、依然として未改良区間が多数残

っている状況である。地域交通整備に関する包括的・体系的な事業推進のための

マスタープランとして、「佐世保市地域交通再生計画プログラム編」を作成した。

今後、これに基づき、交通空白地対策やバリアフリー化対策、交通渋滞解消対策

など具体的な対策に取り組んでいく。政策「活力と賑わいのあるみなとづくり」

では、ポートルネッサンス２１計画の第２、第３ゾーンについて、事業提案の選

考委員会を開催し、事業予定者を決定した。 

 

８ 総合計画の推進（市民とともに歩み、変革し続ける行政） 

 

第６次総合計画では、本市の将来像「ひと・まち育む“キラっ都”佐世保」を実
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現するにあたり、その下支えとなるものとして、行政像を「市民とともに歩み、変革

し続ける行政」と位置付け、総合計画を推進するため企画調整部、市民生活部、行財

政改革推進局、総務部、財務部、地域行政部により取り組みを行った（総務費など）。 

 

 主な施策としては、市民協働の推進、地域コミュニティの活性化、行政評価の

推進や行財政改革の推進、安定的な税収の確保や財産の適正管理及び有効活用、

合併地域等の振興、広域行政の推進などである。 

 

 成果としては、政策「市民協働によるまちづくり」では、「させぼ市民活動交

流プラザ」を拠点とした市民公益活動の活性化が進む中、１８年度からスタート

した「市民公益活動団体自立化支援補助金」等の補助制度を引き続き運用し、

８団体のＮＰＯ等の活動を支援した。また「市民協働推進指針」に基づき、市民

協働推進委員会からの答申をもとに庁内検討及びパブリックコメントを経て、

「市民協働推進計画」を策定した。今後は、市民協働推進委員会において、着実

な進捗管理を進め、庁内組織として設置した「市民協働推進会議」と連携・協力

していくことにより、より一層の推進を図っていく。政策「経営の視点による行

政運営」では、今後１０年間における将来のまちづくりの指針として、目標管理

や市民協働の視点を取り入れた「第６次佐世保市総合計画」を策定した。行政評

価については、市民への説明責任や市内部評価の精度向上を目指して、「佐世保

市行政評価における外部評価のあり方」について、佐世保市総合計画審議会に諮

問した結果、平成２０年５月９日に答申をいただいた。今後、この答申を踏まえ、

導入方針を決定する。また、これまでの政策体系に位置付けられる行政活動の評

価だけでなく、「市民第一主義」の視点で、行政活動の“最前線”といえる窓口

サービス等の行政サービス評価導入に向け、窓口サービス評価の試行を実施した。

政策「持続可能な財政運営」では、成果を重視した財源配分を行うともに、効果

的な滞納整理による収納率の向上、遊休資産の売却や有料広告など自主財源の確

保に努めた結果、１９年度決算においては、約３０憶円の黒字（単年度収支では

０．３憶円の赤字）となり、地方債残高も約１１憶円の減となったことから、概

ね堅実な財政運営となった。政策「合併地域等の振興」では、合併４地域（吉

井・世知原・宇久・小佐々）の課題解決に積極的に取り組んだ。 
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※ その他の施策（基地対策に関する業務の推進） 

 

基地対策に関する業務としては、防衛施設の存在が市民生活に支障をきたさない

よう適切な対応を行うとともに、旧軍用財産の本市への転活用等を図ってきた。 

とりわけ議会の決議を得た「新返還６項目」を最大限尊重し、また、防衛施設と

民間施設の混在解消を図る佐世保港のすみ分けについては、最重要課題として関係部

署と連携し取り組んできた。 

 主な取り組みとしては、前畑弾薬庫の移転・返還をはじめとする佐世保港のすみ分

けを実現するために、国等関係機関に対し要望活動を行うとともに、基地周辺住民の

民生安定、福祉の向上に資するものとして防衛補助事業を推進してきた。 

 新返還６項目の最重要課題である前畑弾薬庫の移転・返還については、平成１９年

６月に日米合同委員会の下部機関である施設調整部会において、前畑弾薬庫の移転に

伴う針尾島弾薬集積所の整備に係る基本的考え方について日米間の認識が一致、跡地

の返還についても初めて言及された。また、平成２０年３月には佐世保重工業㈱が一

時使用中の赤崎貯油所内の一部土地（約3.1ｈａ）及び前面水域（約3.8ｈａ）の返還

合意がなされた。 

 今後も、残された課題の早期実現へ向け、引き続き国等に対し要望を行うとと

もに、基地周辺住民の民生安定を図るため、防衛補助事業を積極的に活用してい

く必要がある。 

 




